
 
 

平成 31 年１月から、所得税確定申告の 

e-Tax の利用手続がより便利になります！！ 
 

福知山税務署からのお知らせ 

ＩＤ・パスワード方式で手続完結 

○ ＩＤ・パスワード方式を利用して e-Tax で送信すれば申告完了！ 

                （ＩＣカードリーダライタ不要） 

○ 用意するものは、ＩＤ・パスワード方式に対応した①ＩＤ（利用者識

別番号）と②パスワード（暗証番号） 

 ⇒ ＩＤとパスワードは、税務署で職員と対面による本人確認を行っ

た後に発行しますので、発行を希望される方は、運転免許証などの本

人確認書類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。 

いつでもどこでもスマホで申告 

○ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、スマート

フォンでも所得税の確定申告書の作成ができます。 

○ 給与所得者（年末調整済み）で、医療費控除又はふるさと納税などの

寄附金控除を適用して申告する方は、スマホ専用画面をご利用いただ

けます！ 

○ e-Tax で送信すれば、源泉徴収票などの添付書類は提出不要！ 

（自宅で保管する必要があります） 

○ 申告書の控えは PDF 形式でスマホに保存！ 

○ ＩＤ・パスワード方式は、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で

のみ利用できます。 

○ ＩＤ・パスワード方式は、マイナンバーカード及びＩＣカードリーダライタが普及

するまでの暫定的な対応ですので、お早めにマイナンバーカード等の取得をお願いし

ます（国税庁では、「マイナンバーカード方式」を推奨しています。） 

○ 平成 31年１月以降、e-Taxのメッセージボックスに保管されている受信通知や税務

署からのお知らせの確認には、マイナンバーカード等での認証が必要となりますので

ご注意ください。 

○ ＩＤ・パスワード方式をご利用できない方は、ご自宅のプリンタやコンビニのプリ

ントサービス（有料）を利用して印刷し、税務署に郵送等で提出できます。 


